
 

一般社団法人慶應義塾大学医学部外科学教室同窓会（刀林会） 

刀林賞選考委員会規則 

 

第１条（名称） 

  本委員会は、刀林賞選考委員会と称する。 

 

第２条（目的） 

 本委員会は、一般社団法人慶應義塾大学医学部外科学教室同窓会（以下「本法人」とい

う）刀林賞規則第６条第２項に基づき、刀林賞受賞候補者の選考を行うことを目的とす

る。 

 

第３条（構成） 

１ 本委員会は、委員長及び各診療科の構成を勘案した委員若干名を以って構成する。 

２ 委員長は、本法人理事長が会員の中から指名し、本法人会理事会の承認を得るものと

する。 

３ 委員は、委員長が本法人会会員の中から推薦し、本法人会理事会の承認を得るものと

する。 

４ 委員の数は、１２名以内とする。 

５ 委員会には、担当理事１名を置く。 

６ 委員長は、副委員長を１名指名し、本委員会の承認を得るものとする。 

７ 委員長、副委員長及び委員の任期は、評議員のそれに準ずる。 

８ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

第４条（運営） 

１ 委員長は、毎年１回以上の定例委員会を招集し、委員会の議長を務める。 

２ 委員長は、必要に応じて臨時委員会を招集することができる。 

３ 担当理事は、理事会の提案を委員会ないし委員長に伝え、また、委員会の審議経過及 

び議決結果を理事会に報告する。 

４ 委員長に事故あるときは、 副委員長がその職務を代行する。 

５ 委員会は、委員の過半数の出席（委任状を含む）を以って成立する。 

６ 委員会の議決は、出席者の過半数を以って決する。 ただし、 可否同数の場合は、 委 

員長がこれを決する。 

７ 委員が論文の共著者、推薦者、親族など利益相反を有する場合、委員の自己申告によ

り論文評価の遂行または辞退を決することができる。なお、評価辞退者が出た場合、評

価得点の合計点ではなく平均点で評価し、かつ推薦者数は評価辞退者分の減少数を勘

案して評価する。 



 

 

 

 

第５条（委員会議事録） 

 委員会開催後は、議長が議事録を作成し、議長とともに議事録署名人２名が署名する 

ものとする。議事録は理事長が保管する。 

 

第６条（規則変更） 

 本規則は、本委員会構成員の３分の２以上（委任状を含む）の議決を経て、理事会の承 

認を受け、変更することができる。 

 

附則  

１ 本規則は平成２７年６月２０日に施行。 

１ 本規則は令和４年３月２３日に改定。 


